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正　試験検査（行政検査等）実績

Ⅰ大気騒音部

（Ⅰ）特殊公害科

1自動車排出ガス関係業務

一酸化炭素、鉛、二酸化窒素について、県内17市町の

協力により、10ケ月間に1市町当り、1ケ月の期間で調

査を実施した。

2　悪臭関係業務

苦情処理に係る臭気構成物質の検策および依掛こよる

各種有機物質の同定、定昆をおこをった。一方、官能法

採用に係る、ヒトの臭覚分布調査、二点比較式臭袋法の

検討および臭袋法による事業場の実態調査もおこをった0

3　騒音関係業務

依掛こよる騒音調査および遮音構造の助言等をおこな

った。道路交通に伴う騒音の環境影響調査を実施した。

4　振動関係業務

振動伝播防止に関する研究

依掛二よる防振設備の効果判定および道路新設に伴う

沿線の振動予測をおこなった0

5　その他の業務

下水処理汚泥の有効利用に関する県内各試験研究機関

との共同研究の内、悪臭物質の検索及びその防止に関す

る研究を行った。又、盈性大気汚染調査の一山部を分担し

た。

（Ii）大気科

1大気環境特別対策事業

韓別に大気汚染調査地点を設け、大気汚染状況を把握

し、規制強化の基礎資料に資するために県下全域におい

て、二酸化鉛法による硫黄酸化物調査を行った。大気科

はそのうち3地点について12ケ月調査した0

2　酸性降雨等対策事業

降雨のp三等を測定し、これが一定のレベル以上にを

ったとき、住民への周知を行うために公害センターに調

査地点を設け、p臼、導電率、各種イオンの測定を行った0

3　大気汚染発生源の規制指導事業

発生掛こ対する立入検査を強化し、排出規準を遵守させ

るために、有害物質規制にかかわる30施設について検査

した。

4大気環境有害重金属特別対策車業

重金属による汚染の実態を把握し、公害未然防止対策

に資するために県下16地点において年2回調査を実施し

た。詞査項目はCr．Pb．Cd．V・Zn・Nlであるo

5　公害監視指導事業

苦情の適切な処理と緯這発生源に対する監視指導を図

るために10件について、重金属、フソ素などを調査した。

6　硫黄酸化物許容限度調査

大気汚染にかかる排出基準のランク設定の賃料を得る

ために二酸化鉛法による硫黄酸化物調査を行ったQ調査

地点は15、調査期間4ケ月間である0

7　湿性大気汚染詞査事業

いわゆる酸性降雨について、原因究明の一環として大

気中及び雨水中の汚染質の調査分析を行った0調査地点

2、調査期間6月27日～7月8日、調査項目は大気汚染

質としてNH3、＝C＝0など7項目、雨水中の汚染質とし

してSO≡－、NO盲など7項目について詞査した0をお本

調査は特殊公害科と共同である0

Ii水質部

（Ⅰ）河川水質料

1主要河川水質監視

埼玉県は、水質汚濁防止法に基づき公共用水域の水質

を常時監視している052年度における測定地点数は、82

地点であった。そのうち、碕玉県が分析を行う水質測定

地点は、舶地点である0測定回数は1水質について、毎

月1臥1日1～4回行をった0底質については　年1

臥流量観測は毎月1回　5地点について行をった0

（Table工、1）

2　水質異常時対策

－7－



公共用水域で魚類の浮上等の突発的を事故が発生した

時、その原因、および発生源等の究明のために水質の分

析を行をった。（TableI参照）

3　カドミウム環境保全対策

カドミウム取扱工場、事業場の排水による米の汚染の

恐れがある地域の水田について、その水田の玄米の調査

を行なった。（TableⅡ参照）

Table　　Ⅱ　　行政検査件数

Ta山e I対象河川及ひ測定地点数

水　 城 抑 Il数
水 質 測 定 地 点

県 建設省 政令沌 l 計

荒　　 川 1 9 22 （2） 1 3 （8） 9 （3） 42 はカ

中　　 川 8 1 1 （1） 5 （4） 1 （0） 1 7 （5）

新何岸川 5 9 （2） 9 （2）

利 根 川

計

6

3 8

4 （0）

4 4 （5）

10 （9）

2 8G 功

1 4 （9）

1 0（3） 8 2（27）

※　政令3市　債和，川口，大喜市
（）流量観測地鼻

事　　 業 P　 呂 b　 o B O 王） C O D S　 S

大 腸 菌

群 数

□一一、堆 ／

抽 出 物
カトミウム ／ ア ノ 有 機 物 鉛

六 価

ク ロ ム

ヒ 素 散 水 銀 導 電 二峯
塩 素

イ オ ／
A　B S

丁 ノモごア

性 愛 窯

会 費 素
リ／ 酸

イ オ ノ

P　 C　Ei ニ ノケル その 他 占「

主 要 河 川 水 賃 監 視 3 1 2 3 1 2 3 王2 3 1 2 1 5 6 3 2 1 　 2 4 0
H

1 8 3 1 2 3 1 2 1 5 6 3 1 2 3 1 2 3 1 2
H

3 1 2 3 1 2 1 5 6 1 5 6 1 与6 1 5 6 1 5 6 2 6 2 6 4．8 3 4

水　 質　 異　 常 1 1 6 5 1 1 5 3 0 4 2 8 4 5 6 1 1 5 4 5 4 4 2 8 3 1 3 9 2 9 2

カ トーミウ山裏 境 保 全 3 8 3 8 3 8

合　　　　 計 4 6 6 3 6 3 3 2 7 3 4 2 1 6 0 3 4 0 2 ▲1 4 1 8 3 5 5 3 7 j 1 5 7 3 1 7 3 1 6 3 1 2 j 1 7 3 1 6 1 6 0 1 8 4 1 8 7 1 5 9 1 5 6 2 6 2 6 9 5．1 6 4

（Ⅰり工場排水科

1工場、事業場排出水汚染状況調査

前年度の中央、川越、熊谷の公害監視室の開設に続い

て、昭和52年4月1日より春日部保健所にも同じく公害

監視室が新設された。これによって立入が強化され、排

水検査事業場数は前年度の12％増、622事業場であった。

2　事故発生時の究明調査

工場、事業場の排出水によって、魚のへい死等の事故

があり、その原因の究明を行った。（5事業場）

3　有害物質環境基準超過時追跡調査

主要河川水質監視で、健康項目が河川環境基準を超過

Lたことにより、その原因を調査した。（3事業場）

4　排水処理施設の整備確認調査

改善命令等によって、事業場が排水処理施設を設置改

善Lたものを調査確認した。（2事業場）

5　事前規制詞重

水買汚濁を未然に防止するため、届出の段階で施設規

模、汚水処理等の内容に疑問があったため調査した。

（一事業場）

6　指導講習

水処理技術、水質分析法について行った。

（対象：県職員、民間　　実施回数：各3回）

ⅠIlテレメーター室

1　大気汚染状況測定車業

昭和52年度の大気汚染常時監視を行うため、測這機及

びテレメーターシステムにかかる保守を専門業者に委託

した。機器の保守は正確をテ、一夕ーを得るうえで重要を

ものであるので精度管理的を指導を行いつつ実施した。

昭和53年3月末現在の機器等の設置状況は表1のとおり

である。

表1機器設置一覧　（昭和53年3月末現在）

弓

「大気汚染測定結果報告書」
巨昭和51年度十本託抄鉢巻照）

2　定時放送及び大気汚染緊急時の措置の連絡

大気汚染の概況を伝達する定時放送を毎日午前10時30

分に行った。また、埼玉県大気汚染緊急時要綱による緊

急時の措置の連絡を次のとおり行った。

－8－

翳

書

き

臣

警

…

覧

宣

三

≡

卜

き

き

≡

≡

…

諦

｝

　

言

二

；

蔓

毒

…

1

㌻

F

き

E

…

　

　

㌻

妄

…

…

ニ

二

き

一

－

…

≡

…

…

…

ま

…

…

㌢

L

」

ド

巨

…

E

…

…

ト

…

　

F

「

デ

■

皇

∈

　

…



『

雷

賢

巨

貫

：

一

家

≡

［

言

…

言

F

ニ

己

一

き

…

㌻

三

：

三

ロ

　

㌻

F

■

L

巨

L

「

㌢

ぎ

を

「

圭

L

≒

　

　

L

こ

　

巨

〕

r

－

1

i

■

点

L

下

戸

．

巨

賢

妻

巨

こ

r

E

ト

ト

2

2

巨

▼

章

L

r

J

r

き

妄

ヒ

こ

F

…

㌢

㌻

L

三

⊆

三

言

き

（

㌻

．

≡

戸

し

f

ら

ー

‘

ド

≡

】

…

」

　

　

　

　

　

　

　

　

［

　

F

こ

　

…

…

L

F

 

P

声

－

．

巨

二

7

喜

⊥

P

　

【

－

－

．

　

▼

　

．

　

　

⊂

　

＝

　

　

　

　

し

　

　

　

　

　

　

■

　

　

∴

．

t

〓

　

－

ド

　

〓

一

　

■

－

　

　

　

．

▲

L

　

・

　

．

　

∴

．

…

　

　

r

 

l

　

㌧

　

■

　

　

：

なお、光化学スモノグが多党する4月～10月の期間は

大気騒音部と共同で休日当番体制をとり、監視体制の万全

を図った。

3　大気汚染中央監視局の改造

詳細は本誌に記載。

4　自動測定機の更新

大気汚染常時監視で使用している自動測定機のうち老

朽、劣化した測定機を更新した。更新した自動測定機は

浮遊ふんじん計（4台）、オキシダント計（4台）、窒

素酸化物計（3台）、風向凪速計（3台）で、このほか

に温度湿度計（5台）をオーバーホールした。更新に際

しては受入椅査（新設局分を含む）を公害センターで実

施した。発注に際しては、従来の経験から次の機能を特

別仕様として新たに付加し、性能の改善を図った。

（1）オキシダント自動測定機

自動ゼロ・スパン校正機構を付加した。これは精度

の向上を目的として24時間ごとにセロおよびスパンを

自動的に言十測し、ドリフトがある場合は自動詞整して

正常む状態に復元させるものである。このはか、　液

流量の計測が不便であったので測定機に春立10mgの容

器を設け、コノク操作により反応液の涜路を変えるよ

うにして計測を寄掛二行えるようにした。

（別　室素酸化物自動測定機

インピンジャー内の液面調整を行うとき微調整が珪

しかったが、液面レベルを調整する部分にねじを付L

て微詞整が行えるように改良Lた。また、NO側と

明02側の反応液量の計測が排液パイプが王本のため不

便であったのでこれを分乾し、電磁弁で流路を開閉す

ることによって容易に計測できるようにLた。

5　オキシダント自動創意機の動的校正

大気汚染防止法施行令及び同施行規則の改正（昭和52

年4月2日）によりオキシダントの大気中濃度の測定法

が改正された。これに伴い、既設測定機について動的校

正を実施することが責務づけられた。このため、動的校

正に必要針機器を整備し、53年2月から3月にかけて動

的校正を実施した。この業務は稼動中のオキシダント自

動測定機計21台を公害センターに回収し、実験室内で行

った。（本誌　賃料参照）。

・5　測定局の新設、移設等

大気汚染常時監視体制を強化するため、大気保全課と

共同で飯能、坂戸、岩槻、久喜に測羞局（テレメ岬夕岬

化）を新設し、鳩ヶ谷測定局及び大気汚染測違草をテレ

メータ叫化した。また、同時放送受信装置を県北地域を

中心とする市町、保健所に計10台設置し、連絡体制の強

化を図った。

このほれ測定環境を整備するため越谷測定局を移設

し、窒素酸化物測定機を追加した。

表3　新設、移設測定局の整備

テ　レ　メ
S O 2 A P　 O X　 N O x　 W 一 夕一

新

ニJt

飯能 測定局 0　 0　 0　 0　 0　 0

板戸 測定局 0　 0　 0　 0　 0　 0

岩槻測定局 0　 0　 0　 0　 0　 0

昌又
久喜測定局 0　 0　 0　 0　 0　 0

移 設 越谷測定局 越谷市来越谷3 －14（乗越谷第 2 公園内）

7　光化学スモソグ共同解析

環境庁の委託により一都六県で構成する光化学スモッ

グ共同解析委員会に参カロした。同委員会では昭和50～52

年のテ一夕ーを用いて汚染物質とair basin　の把握、光

化章スモノグ反応拡散モデルの検討、光化学スモッグ統

計予測（気象インデックス）等について解析を行い、報

告した。

8　道路環境影響調査

大気保全課が計画した道路環境影響調査（窒素酸化物j

に関する調査委員会に参加して測定の指導並びにデータ

の収集1解析を分担して実施した。調査は道路近傍にお

ける窒素酸化物濃度を5地点、7個所について52年10月

から12月までの期間実測L、得られた測定データと実測

交通量、気象テ、一夕から拡散シュミレーションを行い、

拡散反応モデルを櫓討した。

－9一
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